
重警画一i

平成立  1年衆蹄避に係る定数訴訟の高裁判決について 

E 平成21年12月28日大阪高高裁(大阪 9区)※原告、被告ともよ合中

軍藤組区 、

原告の誇求は棄却され、本件選挙は殺害ぬとされたが、とこの選挙区におけ i
る選挙は違法とされた。 j

-平成22年 1汚25呂志議高裁〈広島 1謀)※原告、被告ともよ管中

事甑極:
原告の請求は楽却され、本件選挙は有効とされたが、この選挙区におけ 1

る選挙は違法とされた。 、 J 

-平成22年 2.F.1248東京議鍛〈東京2、5、6、札 9、11、12、18誌、神奈川15区〉
※原告上告中

合渡的期間未経過

原告の請求は棄却されたが、その理由中において本件濯機当時における

議員  1人当たりの較援は慾法の要求する滋拳権の平等に反する程疫に至っ

ていたと判示された(較幾是正のための合理的期間内であり、議:憲ではな

い。)。


-平成22年 3}寺98福蹄搭載弼覇支部〈沖輔 1[&)※原告上告にや

合礎的期間未経過

原告の誇求は棄却されたが、その理由中において本件選挙当時における}

区警告j規定同塞憲状態と判示された{較謹是正のための合理的期鰐内であり、!

違簸ではなし、 )0 ) 

-平成詔空手 3 .F.111日東京高裁(東京 1，2龍、林泰"112区)※潔告上告中

合警し
請求は楽却され、本件選挙当時における区御j規定は憲法に遊撃反するもの 1

ではないと判示された。 J 

z 平或22年 3 .F.1128福開高裁〈績額 2露〉※被告上告中〈上告類長震は 3j3261=l)

事一戦決i


原告の請求は棄却され、本件選挙は有効とされたが、この選挙区におけ l

る選挙は違法とされた。 j


平鷲宮188名古盤高裁(愛知 1思〉※上告期痕は山日

原告の請求は棄却さまい本件選挙は有効とされたが、この選挙区におけ:

る選挙は違法とされた。 J

)
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平或21年� 12.F.128自大薮高裁製法〈毒事構判決〉� 

L 原告:一人一葉実現留民会議� 

2鵬対象選挙区〈大破府第9隠)における議員� 1人当たり人口の較援� 

H17国調人口� 1対 2.063 (商知県第 3区対大阪府第� 9区〉

当日有権者数� 1対 2.046 ( 対� ， ) " 11 


3雀概要(裁判所資料引用〉� 

1 本件選挙においては、小灘教区選出議長� 1人当たりの有権者数の最大較裳は、

最小選挙区を 1 とすると、平成 20年 9~2B現在で 2. ゑ 55倍であり、投

票当日現在で2. 304俗であったと認められる。� 

2 憲法の定められた選挙権は、多重手にわたる人類の努力と民主政治の腹史的発

震の成果の現れで、議会費計j箆:t::t:畿の板幹であり、その醸!E約発般を通じ一貫

して追求されてきたのは、投薬の場習で国民は完全に平等視されるという理念

で、憲法は選挙権に繍し徽癒した平等化を志向し、投議の価値の平等をも要求

すると解される。

その前提の下で、選挙制度の仕組みの決定は、国会の合理的な裁麓に委ねら

れているが、選挙制度自体以外に関する政策を考慮に入れるべをきではない。い

わゆる� 1入居IJ枠方式i恥従来の著しい較差を改善させる方式として、いわば遜

渡期の改善策としてそれなりの合理性と実効性があったが、現持点では憲法の

趣旨!こ反する。� 

3 近時たびたび投票行動により政治情勢が大きく変化し得ることが滋の当たり

に経験され、較差が2倍iこ遼するような事態i玄、大多数の留民の視点から耐え

難い麗民の需の不平等と感じられてきており、客観的にも馨しい不平等ど評価

される。� 

4 本件では、� 2倍を超える絞援があったことが歴然としており、この較差i玄、� 

1人局IJ枠方式という憲法の趣慣に反するに至った選挙区割りの灘教方式により

生じたと認められるから、本件選挙は違法との評価を免れないa

ただし、本件選挙を無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは

明らかで、原告の受ける損饗毎事後考慮しても公共の福祉!こ適合しないと懇めら

れるから、行政事件訴訟法31粂1項前段の趣旨に準じて、原告の請求を棄却

する。



護軍ゴ


平成� 22岩手2月24日東京高裁判決(合理的期間来経過〉� 

1 .原告:弁護士グループ 

2. 対象9選挙区〈策京都第2区、第S区、第6区、第8区、第� 9区、第11区、第12

区、第18区、練習繁111線第15区〉における議員� 1人当たり人民の最大絞禁
 

H17認認人口� 1対2 19 1 (高知累第 3区対東京都第� 6区〉
幾� 

、〉封対11 (27 5‘2当日有権者数ヱ対 
  

3.綴婆〈選挙部作成〉� 

.最大較援が2倍米満iこ収まるという制度下では、� 1人別枠方式の制度閥的に

-j;f;の合理性があるものとして許容できるものとしても、最大較援が2倍以上

となる大きな袈閣になるものとすればお� 1人男IJ枠方式を維持する必要性、合灘

性は認め難いものというべきである。� 
. 平成� 14年改正による本件区割規定の制定は、それ自体を違憲であったとい

うことはできないが、平成� 17年の衆議院選挙時における選挙区間の選挙人数

の最大較援は1対忽.� 1 7 1であり、同年の国勢調査の結果によれば、各選挙

区間の選挙人数の最大較援は� 1対2. 203に拡大し、較差が2倍以上となっ

ている選挙区は49選挙区に増加し、投薬価値の不平等が拡大していることが

客観的に明らかな状態となっていた。そして、その原因となる� 1人別枠方式に

はそのような大きな不平等後許容するだけの合理性は乏しかったものというべ

きであり、本件選挙のと苦?にj丸投薬価値の不平等iま、既に、憲法の選挙権の

平等の要求に反する程度!こ怒っていたという」とができる。


，権 もっとも、』れによって議ちに当該緩定を憲法違反とすべきものではなく、

合瑳的鶏関内の援蕊が行われない場合に初めて憲法違反と判断されるべきであ

• 
る。� 

1人男IJ粋方式による現行の選挙鎖度については、平成6年以降、� 2法以上の

較差の拡大が認められたが、」れが憲法に反するか否かについては、見解が分

かれ、最高裁料際の判断はおいても各判断詩点においては区寄iり規定を憲法違

反と認めない見解が多数をおめでいた‘叩eと、選挙制度の改正には相応の待問を

要する」と等を考慮サると、合理的潮時拘における是正がされなかったものと

までは認められず、臨会が本件区割規定を改正しをかったことがその裁量を逸
鋭したものとして、憲法に反するという」とはできない。� 
. 以上によれば、本件選者券議時、選挙区間における議員� 1人当たりの人口ない

し選挙人数の較義i念、灘j去の袈求する選挙権の平等に反する程度に琵っていた

ものではあるけれども、本件i議毒殺さ急時の本件区割規定を憲法に違反するものと

断定するこどはできないというべきであり、これを理由として、本件選挙の小

選挙区選挙の無効をいう腐食の支強は採用できない。
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重三3


平成22年3丹128撞宿高裁判決〈事壊事j決〉� 

1.原告:一人…繁実現密畏会議 

2.対象選者挙区〈福間察繁2区〉における議員� 1人当たり人口の較慈

お17祭器調人口� 1対2.096 (高知県第 3区対檎絢然第2区)

当a有機者数� 1対� 2.048 ( IJ 対� IJ ) 

3鵬概婆(裁判所資料理i用)� 

1 憲法i丸投類価値について「誰もが過不足な〈ー襲安有するJを理念として

おり、問価値の不平等を基本的に容認していないとみるのが穏当であるが、一

方で、� i援者絵区間の画定にあたっては、都道府嬢という行政区糠を考慮要素とす

ることを皆、その留の明文がないけれども、許容しているものと認めるのが穏当

である。� 

2 裁みに、人口比例原良IJを採用し、議員の総定数300を各議事選府県別の選挙

人数!こ応じて劉り当ててみると、都道府察知の最大較援はし� 636となる。� 

3 投紫儲値のIJI寄与は憲法が要求する最も重要な理念であり、かつ、これが民主

主義の婆鵠であることからすれば、本来の人口比例原殿から滋脱会せる方式を

採用することは、その導入の必要性も合理性もないのであって、一人別枠方式� 

i念、その制定さ気持において、既に、違憲、違法だったと断ずるほかない。

ヰ ヨド待選者数i二おける議員一人当たりの人口較差は、憲法が袈求ずる投票締値の

平等理念俊太轡〈逸脱するものであり、都道府県別はよる人口比例康測による

配分絡巣の最大較畿である1.� 636とも大きな義があるのであって、容認で

きないことは明らかである。� 

5 よって、原告の請求i立、本件選挙における福岡県l第2区の避教の選法をいう

点においては現砲があるが、これを無効とした場合の公の利縫の箸しい障害等

を考慮すれば、行政事件訴訟法31条� 1項前段の趣旨に準じて臓器をの請求を棄

却し、灘挙の違法を宣賞するにとどめるのが相当である。� 
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